
議   第  １６８  号   

令和 ４ 年 ９ 月 ５ 日提出   

 

   熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正

について 

 

熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改

正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条例第 

１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法」

を削り、「（以下「職員」という。）」を「及び同法第２２条の４第３項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）（以

下「職員」と総称する。）」に改める。 

第１６条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条中「地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に対
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するこの条例による改正後の熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定め

る条例の規定の適用については、同条例第２条中「及び同法第２２条の４第３項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）」とあるのは「、同法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤

務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第

６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」と、同条例第１６条中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公

務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員」とする。 

 

 （提出理由） 

  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行に伴い、所

要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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